
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
下部電極と、前記下部電極の上に形成されたペロブスカイト型の高誘電体又は強誘電体よ
りなる容量絶縁膜と、前記容量絶縁膜の上に形成された上部電極からなるコンケーブ型の
容量素子を有する半導体装置の製造方法であって、
前記下部電極となる導電膜を成膜する工程は、基板上の絶縁膜に形成された凹部の壁面及
び底面にスパッタ法により下層導電膜を成膜する工程と、前記下層導電膜の上にＣＶＤ法
により上層導電膜（ルテニウム膜は除く）を成膜する工程と

ことを特徴とする半導
体装置の製造方法。
【請求項２】
下部電極と、前記下部電極の上に形成されたペロブスカイト型の高誘電体又は強誘電体よ
りなる容量絶縁膜と、前記容量絶縁膜の上に形成された上部電極からなる容量素子を有す
る半導体装置の製造方法であって、
前記上部電極となる導電膜を成膜する工程は、スパッタ法により下層導電膜を成膜する工
程と、前記下層導電膜の上にＣＶＤ法により上層導電膜（ルテニウム膜は除く）を成膜す
る工程と

ことを特徴とする半導
体装置の製造方法。
【請求項３】
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を含み、
前記下層導電膜の厚さは、０．５ｎｍ以上で且つ５ｎｍ以下である

を含み、
前記下層導電膜の厚さは、０．５ｎｍ以上で且つ５ｎｍ以下である



前記容量素子はコンケーブ型の容量素子であることを特徴と 半導体装置の製造方法。
【請求項４】
前記容量素子はスタック型の容量素子であることを特徴とする請求項２に記載の半導体装
置の製造方法。
【請求項５】
前記下層導電膜の厚さは、０．５ｎｍ以上で且つ５ｎｍ以下であることを特徴とする

に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項６】

【請求項７】
前記ＣＶＤ法は、酸化性雰囲気中において行なわれることを特徴とする のう
ちのいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項８】
前記上層導電膜は、白金膜であることを特徴とする のうちのいずれか１項に
記載の半導体装置の製造方法。
【請求項９】
前記下層導電膜は、白金膜であることを特徴とする うちのいずれか１項に
記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
前記上層導電膜及び前記下層導電膜は、イリジウム膜であることを特徴とする

のうちのいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体装置の製造方法に関し、特に、ペロブスカイト型の高誘電体又は強誘電
体よりなる容量絶縁膜を有する半導体素子の下部電極又は上部電極となる導電膜の成膜方
法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ペロブスカイト型の高誘電体又は強誘電体よりなる容量絶縁膜を有する半導体素子の下部
電極又は上部電極となる導電膜としては、耐酸化性を有する白金膜等の貴金属膜が用いら
れ、該貴金属膜はスパッタ法により成膜される。
【０００３】
ところで、半導体集積回路の微細化及び高集積化に伴って、半導体集積回路を構成するＤ
ＲＡＭセルも微細化が求められ、ＤＲＡＭセルを構成する容量素子は三次元化されるよう
になり、コンケーブ型の容量素子が提案されている。
【０００４】
以下、コンケーブ型の容量素子を有する従来の半導体装置の製造方法について、図７（ａ

10

20

30

40

50

(2) JP 3598068 B2 2004.12.8

下部電極と、前記下部電極の上に形成されたペロブスカイト型の高誘電体又は強誘電体よ
りなる容量絶縁膜と、前記容量絶縁膜の上に形成された上部電極からなる容量素子を有す
る半導体装置の製造方法であって、
前記上部電極となる導電膜を成膜する工程は、スパッタ法により下層導電膜を成膜する工
程と、前記下層導電膜の上にＣＶＤ法により上層導電膜（ルテニウム膜は除く）を成膜す
る工程とを含み、

する

請求
項３

下部電極と、前記下部電極の上に形成されたペロブスカイト型の高誘電体又は強誘電体よ
りなる容量絶縁膜と、前記容量絶縁膜の上に形成された上部電極からなるコンケーブ型の
容量素子を有する半導体装置の製造方法であって、
前記下部電極となる導電膜を成膜する工程は、基板上の絶縁膜に形成された凹部の壁面及
び底面にスパッタ法により下層導電膜を成膜する工程と、前記下層導電膜の上にＣＶＤ法
により上層導電膜（ルテニウム膜は除く）を成膜する工程とを含み、
前記下部電極となる導電膜の膜厚は均一であることを特徴とする半導体装置の製造方法。

請求項１～６

請求項１～７

請求項１～８の

請求項１～
７



）を参照しながら説明する。
【０００５】
まず、半導体基板１の上に、シリコン酸化膜からなり凹部を有する絶縁膜２を形成した後
、該絶縁膜２の凹部の壁面及び底面に、スパッタ法により第１の白金膜からなる下部電極
３を形成する。
【０００６】
次に、下部電極３の上に、例えばＢＳＴ（バリウム　ストロンチウム　チタンオキサイド
）膜等のペロブスカイト型の高誘電体よりなる容量絶縁膜４を成膜した後、該容量絶縁膜
４の上にスパッタ法により第２の白金膜からなる上部電極５を形成する。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、ＤＲＡＭセルの一層の微細化の要求に伴って容量素子の微細化が求められるよ
うになり、下部電極３が形成される絶縁膜２の凹部の平面的なサイズは、例えば短辺が０
．１５μｍで長辺が０．３μｍ程度に微細化されるようになってきた。
【０００８】
このため、絶縁膜２の凹部のアスペクト比が従来よりも高くなるので、スパッタ法により
形成される白金膜からなる下部電極３及び上部電極５の各底部の隅部において、カバレッ
ジ（被覆量）が不足して膜厚が薄くなると共に、上部電極５の上部においてオーバーハン
グが形成されてしまう。
【０００９】
下部電極３の底部隅部の膜厚が薄くなると、容量絶縁膜４をＣＶＤ法（化学気相成長法）
により成膜する際の熱処理において、下部電極を構成する白金膜が凝集して、つまり薄膜
部の白金が厚膜部に移動して、図７（ｂ）に示すように、下部電極３が底部隅部において
途切れてしまうという問題がある。
【００１０】
また、上部電極５の底部隅部の膜厚が薄くなると、容量絶縁膜４の膜質を向上させるため
の熱処理工程において、上部電極５を構成する白金膜が凝集して、図７（ｂ）に示すよう
に、上部電極５が底部隅部において途切れてしまうという問題が発生し、また、上部電極
５の上部にオーバーハングができると、上部電極５に空間部が形成されてしまうという問
題が発生する。
【００１１】
そこで、例えば、ＵＳＰ６１６２７１２、ＵＳＰ５７８３７１９、ＵＳＰ５９２９２６７
又は特開平１１－２９２８８９号公報に示されるように、下部電極３及び上部電極５とな
る白金膜を、カバレッジに優れるＣＶＤ法により成膜することが考えられる。
【００１２】
ところが、下部電極３となる白金膜をＣＶＤ法により成膜すると、シリコン酸化膜からな
る絶縁膜２の上にＣＶＤ法により白金膜を成膜することになるため、白金膜のモフォロジ
ーが悪化するので、つまり白金膜の表面にミクロな凹凸が形成されるので、該白金膜の上
に形成される容量絶縁膜４の膜質が低下するという問題がある。
【００１３】
また、上部電極５となる白金膜をＣＶＤ法により成膜すると、ＢＳＴ膜からなる容量絶縁
膜４の上にＣＶＤ法を行なうことになり、ＢＳＴ膜及び原料ガスから発生する炭素等の有
機物が白金膜中に巻き込まれるので、容量絶縁膜４と上部電極５との界面の電気的特性が
低下するという問題がある。
【００１４】
前記に鑑み、本発明は、絶縁膜の凹部の壁面及び底面に成膜され下部電極となる導電膜の
底部隅部に途切れ部が形成されないようにすると共に、該導電膜の上に成膜される容量絶
縁膜の膜質の向上を図ることを第１の目的とし、微細な凹部に成膜され上部電極となる導
電膜の底部隅部に途切れ部が形成されず且つ上部にオーバーハングが形成され難くすると
共に、容量絶縁膜と上部電極との界面の電気的特性を向上させることを第２の目的とする
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。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
前記の第１の目的を達成するため、本発明に係る第１の半導体装置の製造方法は、下部電
極と、該下部電極の上に形成されたペロブスカイト型の高誘電体又は強誘電体よりなる容
量絶縁膜と、該容量絶縁膜の上に形成された上部電極からなるコンケーブ型の容量素子を
有する半導体装置の製造方法を対象とし、下部電極となる導電膜を成膜する工程は、基板
上の絶縁膜に形成された凹部の壁面及び底面にスパッタ法により下層導電膜を成膜する工
程と、該下層導電膜の上にＣＶＤ法により上層導電膜を成膜する工程とを含む。
【００１６】
本発明に係る第１の半導体装置の製造方法によると、下部電極となる導電膜を構成する下
層導電膜はスパッタ法により成膜されるため、下部電極となる導電膜のモフォロジーが向
上するので、該導電膜の上に形成される容量絶縁膜の膜質が向上する。また、下層導電膜
の上に成膜される上層導電膜はＣＶＤ法により成膜されるため、下部電極となる導電膜の
膜厚が均一になるので、微細な凹部に下部電極を形成するにも拘わらず、容量絶縁膜とな
るペロブスカイト型の高誘電体膜又は強誘電体膜を成膜する際の熱処理工程において、下
部電極となる導電膜が凝集し難くなり、下部電極が底部の隅部において途切れる事態を防
止することができる。
【００１７】
第１の半導体装置の製造方法において、下層導電膜の厚さは、０．５ｎｍ以上で且つ５ｎ
ｍ以下であることが好ましい。
【００１８】
このようにすると、下層導電膜の厚さが均一になるので、該下層導電膜の上にＣＶＤ法に
より上層の導電膜を安定して成膜できるので、下部電極となる導電膜の膜厚が均一になる
と共に、下部電極が底部の隅部において途切れる事態を確実に防止することができる。
【００１９】
前記の第２の目的を達成するため、本発明に係る第２の半導体装置の製造方法は、下部電
極と、該下部電極の上に形成されたペロブスカイト型の高誘電体又は強誘電体よりなる容
量絶縁膜と、該容量絶縁膜の上に形成された上部電極からなる容量素子を有する半導体装
置の製造方法を対象とし、上部電極となる導電膜を成膜する工程は、スパッタ法により下
層導電膜を成膜する工程と、該下層導電膜の上にＣＶＤ法により上層導電膜を成膜する工
程とを含む。
【００２０】
本発明に係る第２の半導体装置の製造方法によると、上部電極となる導電膜を構成する下
層導電膜はスパッタ法により成膜されるため、ペロブスカイト型の高誘電体膜又は強誘電
体膜及び原料ガスから発生する炭素等の有機物が下層導電膜に巻き込まれる事態を回避で
きるので、容量絶縁膜と上部電極との界面の電気的特性の低下を防止することができる。
また、下層導電膜の上に成膜される上層導電膜はＣＶＤ法により成膜されるため、上部電
極となる導電膜の膜厚が均一になるので、ペロブスカイト型の高誘電体膜又は強誘電体膜
の電気的特性を向上させるための熱処理工程において、上部電極となる導電膜が凝集し難
くなり、上部電極が底部隅部において途切れる事態を防止することができる。さらに、上
部電極となる導電膜のオーバーハングを防止することができる。
【００２１】
第２の半導体装置の製造方法において、容量素子は、コンケーブ型の容量素子であっても
よいし、スタック型の容量素子であってもよい。
【００２２】
第２の半導体装置の製造方法において、上層導電膜を成膜するためのＣＶＤ法は、酸化性
雰囲気中において行なわれることが好ましい。
【００２３】
このようにすると、容量絶縁膜となるペロブスカイト型の高誘電体膜又は強誘電体膜が劣
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化する事態を防止できると共に、自己触媒効果が抑制されて均一な厚さを持つ上層導電膜
を成膜することができる。
【００２４】
第２の半導体装置の製造方法において、下層導電膜の厚さは、０．５ｎｍ以上で且つ５ｎ
ｍ以下であることが好ましい。
【００２５】
このようにすると、下層導電膜の厚さが均一になるので、該下層導電膜の上にＣＶＤ法に
より上層の導電膜を安定して成膜できるので、上部電極となる導電膜の膜厚が均一になる
と共に、上部電極が底部の隅部において途切れる事態及び上部電極の上部においてオーバ
ーハングが形成される事態を確実に防止することができる。
【００２６】
【発明の実施の形態】
（第１の実施形態）
以下、本発明の第１の実施形態として、コンケーブ型の容量素子を有する半導体装置の製
造方法について、図１（ａ）～（ｃ）、図２（ａ）～（ｃ）、図３（ａ）～（ｃ）及び図
４（ａ）、（ｂ）を参照しながら説明する。
【００２７】
まず、図１（ａ）に示すように、半導体基板１０の上に、例えばＣＶＤ法によりシリコン
酸化膜よりなる第１の層間絶縁膜１１を形成した後、該第１の層間絶縁膜１１にプラグ１
２及びバリア層１３を埋め込む。プラグ１２は例えばタングステン又はポリシリコン等か
らなり、バリア層１３は、耐酸化性を有すると共に電気抵抗が小さい材料例えばＴｉＡｌ
Ｎ等からなり、プラグ１２が酸化されることを防止する。その後、プラグ１２及びバリア
層１３を含む第１の層間絶縁膜１１の上に、例えばＣＶＤ法により、シリコン酸化膜より
なる第２の層間絶縁膜１４を形成する。
【００２８】
次に、図１（ｂ）に示すように、第２の層間絶縁膜１４に対して選択的にドライエッチン
グを行なって、第２の層間絶縁膜１４に、バリア層１３を露出させる凹部１４ａを形成す
る。
【００２９】
次に、図１（ｃ）に示すように、スパッタ法により、第２の層間絶縁膜１４の上面並びに
凹部１４ａの壁面及び底面に第１の下層白金膜１５ａを例えば０．５～５ｎｍ程度の厚さ
に成膜する。尚、図示は省略しているが、第２の層間絶縁膜１４と第１の下層白金膜１５
ａとの間に、例えばチタン膜等からなる密着層をスパッタ法により形成しておいてもよい
。
【００３０】
次に、図２（ａ）に示すように、酸化性ガス雰囲気中においてＣＶＤ法を行なうことによ
り、第１の下層白金膜１５ａの上に第１の上層白金膜１５ｂを例えば１０～２０ｎｍ程度
の厚さに成膜すると、第１の下層白金膜１５ａと第１の上層白金膜１５ｂとの積層膜から
なる第１の白金膜１５が形成される。第１の上層白金膜１５ｂの成膜条件は次の通りであ
る。
【００３１】
プリカーサ（前駆体）：ジメチルプラチナシクロオクタジエン（化学式：（ＣＨ３ ）２ Ｐ
ｔＣ８ Ｈ１ ２ ）
成膜温度：３５０℃
成膜法：溶液気化ＭＯＣＶＤ法（ＬＤ－ＭＯＣＶＤ法）
溶媒：テトラヒドラフラン
酸化ガス：酸素ガス（流量：５０～１００ｍｌ／ｍｉｎ（標準状態））
キャリアガス：アルゴンガス（流量：ほぼ２００ｍｌ／ｍｉｎ（標準状態））
チャンバー圧力：１３３Ｐａ～２６６Ｐａ
気化器温度：ほぼ１００℃
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尚、プリカーサとしては、（ＣＨ３ Ｃ５ Ｈ４ ）（ＣＨ３ ）３ Ｐｔ又は（Ｃ５ Ｈ５ ）（ＣＨ

３ ）３ 　 Ｐｔを用いてもよい。
【００３２】
また、成膜温度は３５０℃以下であることが好ましい。３５０℃よりも高い温度で成膜す
ると、成膜メカニズムが供給律則から反応律則に移行するため、カバレッジに優れた良い
膜が形成できなくなると共に、バリア層１３となるＴｉＡｌＮ層の表面が酸化され、バリ
ア層１３と第１の白金膜１５との界面に絶縁性の酸化膜が形成されてプラグ抵抗が高くな
ってしまうからである。
【００３３】
ところで、第１の上層白金膜１５ｂの成膜は酸化性ガス雰囲気中において行なわれるため
、還元性雰囲気中で成膜される場合に比べて、自己触媒効果を低減することができる。自
己触媒効果とは、原料ガスに含まれる白金有機金属の分解が生じ、白金の堆積が行なわれ
る白金膜の表面において、該白金膜の表面が白金有機金属を分解するための触媒として働
く効果のことを言う。自己触媒効果が起きると、白金膜の表面における堆積レートが、白
金膜とは異なる他の膜の表面における堆積レートよりも大きくなる現象がもたらされ、こ
れにより、白金で覆われた部分に優先的に白金の堆積が生じる。
【００３４】
ところが、第１の上層白金膜１５ｂは、酸化性ガス雰囲気中において成膜されるため、自
己触媒効果を抑制できるので、ＣＶＤプロセスの制御が容易になり、これによって、均一
な厚さを持つ第１の上層白金膜１５ｂを成膜することができる。この場合、酸素ガスの流
量としては、バリア層１３が酸化性ガス雰囲気中において酸化される事態を防止できる値
に設定することが好ましい。
【００３５】
次に、図２（ｂ）に示すように、第１の白金膜１５の上に、例えばシリコン酸化膜１６を
第１の白金膜１５の凹部が埋まるように堆積する。尚、シリコン酸化膜１６に代えて、レ
ジスト膜又は有機塗布膜等を用いてもよい。
【００３６】
次に、シリコン酸化膜１６における第１の白金膜１５の上に堆積されている部分をエッチ
バック又はＣＭＰ法により除去して、第１の白金膜１５を露出させた後、該第１の白金膜
１５を、アルゴンガス、塩素ガス及び酸素ガスの混合ガスよりなるエッチングガスを用い
て、第２の層間絶縁膜１４が露出するまでエッチバックすることにより、図２（ｃ）に示
すように、第１の白金膜１５からなり凹部を有する下部電極１５Ａを形成する。
【００３７】
次に、図３（ａ）に示すように、酸素プラズマを用いるアッシングにより、下部電極１５
Ａの凹部に残存しているシリコン酸化膜１６を除去する。
【００３８】
次に、図３（ｂ）に示すように、ＣＶＤ法により、下部電極１５Ａの凹部の壁面及び底面
並びに第２の層間絶縁膜１４の上に全面に亘って、ペロブスカイト型の高誘電体膜又は強
誘電体膜、例えばＢＳＴ膜１７を堆積する。このようにすると、下部電極１５Ａの上に、
凹部を有するＢＳＴ膜１７が形成される。ＢＳＴ膜１７の成膜条件は次の通りである。
【００３９】
プリカーサ（前駆体）：Ｂａ（Ｃ１ １ Ｈ１ ９ Ｏ２ ）２ 、Ｓｒ（Ｃ１ １ Ｈ１ ９ Ｏ２ ）２ 及び
Ｔｉ（Ｃ１ １ Ｈ１ ９ Ｏ２ ）２ （Ｃ３ Ｈ７ Ｏ）２

成膜温度：４５０℃～５５０℃
成膜法：溶液気化ＭＯＣＶＤ法
酸化ガス：酸素ガス（流量：ほぼ５００ｍｌ／ｍｉｎ（標準状態））
チャンバー圧力：２６６Ｐａ
【００４０】
次に、図３（ｃ）に示すように、スパッタ法により、ＢＳＴ膜１７の凹部の壁面及び底面
並びにＢＳＴ膜１７の上面に第２の下層白金膜１８ａを例えば０．５～５ｎｍ程度の厚さ
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に成膜した後、酸化性ガス雰囲気中においてＣＶＤ法を行なって、第２の下層白金膜１８
ａの上に第２の上層白金膜１８ｂを例えば５０ｎｍ程度の厚さに成膜すると、第２の下層
白金膜１８ａと第２の上層白金膜１８ｂとの積層膜からなる第２の白金膜１８が形成され
る。
【００４１】
尚、第２の下層白金膜１８ａの成膜条件は第１の下層白金膜１５ａと同様であると共に、
第２の上層白金膜１８ｂの成膜条件は第１の上層白金膜１５ｂと同様であるが、第２の下
層白金膜１８ａの成膜工程は、ＢＳＴ膜１７がダメージを受けないように、比較的低いエ
ネルギーで行なうことが好ましい。
【００４２】
ところで、第２の上層白金膜１８ｂの成膜が還元性雰囲気中において行なわれると、ＢＳ
Ｔ膜１７が劣化してしまうが、ここでは、第２の上層白金膜１８ｂは酸化性ガス雰囲気中
において成膜されるため、ＢＳＴ膜１７が劣化する恐れはない。また、第２の上層白金膜
１８ｂが、酸化性ガス雰囲気中において成膜されるため、自己触媒効果が抑制されるので
、均一な厚さを持つ第２の上層白金膜１８ｂを成膜することができる。
【００４３】
次に、図４（ａ）に示すように、第２の白金膜１８の上にレジストパターン１９を形成し
た後、第２の白金膜１８及びＢＳＴ膜１７に対してレジストパターン１９をマスクにして
順次ドライエッチングを行なって、第２の白金膜１８からなる上部電極１８Ａを形成する
と共に、ＢＳＴ膜１７からなる容量絶縁膜１７Ａを形成する。尚、第２の白金膜１８に対
するエッチング工程においては、アルゴンガス、塩素ガス及び酸素ガスの混合ガスよりな
るエッチングガスを用いることができる。
【００４４】
次に、図４（ｂ）に示すように、レジストパターン１９を除去すると、プラグ１１及びバ
リア層１２の上に、下部電極１５Ａ、容量絶縁膜１７Ａ及び上部電極１８Ａからなる容量
素子が得られる。
【００４５】
第１の実施形態によると、下部電極１５Ａとなる第１の白金膜１５を構成する第１の下層
白金膜１５ａはスパッタ法により成膜されるため、第１の白金膜１５のモフォロジーが向
上するので、容量絶縁膜１７ＡとなるＢＳＴ膜１７の膜質が向上する。また、第１の下層
白金膜１５ａの上に成膜される第１の上層白金膜１５ｂはＣＶＤ法により成膜されるため
、第１の白金膜１５の膜厚が均一になる。このため、短辺が０．１５μｍ程度で且つ長辺
が０．３μｍ程度の微細な凹部に下部電極１５Ａを形成するにも拘わらず、ＢＳＴ膜１７
を成膜する際の熱処理工程において、下部電極１５Ａとなる第１の白金膜１５が凝集し難
くなるので、下部電極１５Ａが底部隅部において途切れる事態を防止することができる。
【００４６】
また、第１の実施形態によると、上部電極１８Ａとなる第２の白金膜１８を構成する第２
の下層白金膜１８ａはスパッタ法により成膜されるため、ＢＳＴ膜１７及び原料ガスから
発生する炭素等の有機物が第２の下層白金膜１８ａに巻き込まれる事態を回避できるので
、容量絶縁膜１７Ａと上部電極１８Ａとの界面の電気的特性の低下を防止することができ
る。また、第２の下層白金膜１８ａの上に成膜される第２の上層白金膜１８ｂはＣＶＤ法
により成膜されるため、第２の白金膜１８の膜厚が均一になるので、ＢＳＴ膜１７の電気
的特性を向上させるための熱処理工程において、上部電極１８Ａとなる第２の白金膜１８
が凝集し難くなるので、上部電極１８Ａが底部隅部において途切れる事態を防止すること
ができる。
【００４７】
第１の実施形態において、第１の白金膜１５を構成する第１の下層白金膜１５ａ及び第２
の白金膜１８を構成する第２の下層白金膜１８ａの厚さを０．５ｎｍ以上で且つ５ｎｍ以
下に設定した理由は次の通りである。すなわち、第１及び第２の下層白金膜１５ａ、１８
ａの厚さが０．５ｎｍよりも薄いと、第１及び第２の下層白金膜１５ａ、１８ａの連続性
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が確保できなくなる。また、第１又は第２の下層白金膜１５ａ、１８ａの厚さが５ｎｍよ
りも厚いと、「発明が解決しようとする課題」の項で説明した問題が解決されないと共に
、ＣＶＤ法により形成される第１又は第２の上層白金膜１５ｂ、１８ｂの膜厚の均一性が
低下する。従って、第１及び第２の下層白金膜１５ａ、１８ａの厚さは、０．５ｎｍ～５
ｎｍの範囲が好ましい。
【００４８】
（第２の実施形態）
以下、本発明の第２の実施形態として、スタック型の容量素子を有する半導体装置の製造
方法について、図５（ａ）～（ｃ）及び図６（ａ）、（ｂ）を参照しながら説明する。
【００４９】
まず、図５（ａ）に示すように、半導体基板２０の上に例えばＣＶＤ法によりシリコン酸
化膜よりなる層間絶縁膜２１を形成した後、該層間絶縁膜２１に、プラグ２２及びバリア
層２３を互いに近接して埋め込む。その後、バリア層２３及び層間絶縁膜２１の上に全面
に亘って、スパッタ法により、白金膜よりなり２００～３００ｎｍの厚さを有する第１の
白金膜２４を成膜する。
【００５０】
次に、図５（ｂ）に示すように、第１の白金膜２４を選択的にエッチングして、第１の白
金膜２４からなる下部電極２４Ａを形成する。
【００５１】
次に、図５（ｃ）に示すように、ＣＶＤ法により、下部電極２４Ａ及び層間絶縁膜２１の
上に全面に亘って、ペロブスカイト型の高誘電体膜又は強誘電体膜、例えばＢＳＴ膜２５
を堆積する。この場合の成膜条件は、第１の実施形態と同様である。
【００５２】
次に、図６（ａ）に示すように、スパッタ法により、ＢＳＴ膜２５の上に全面に亘って下
層白金膜２６ａを例えば０．５～５ｎｍ程度の厚さに成膜する。尚、下層白金膜２６ａの
成膜条件は、第１の実施形態における第１の下層白金膜１５ａ及び第２の下層白金膜１８
ａと同様である。
【００５３】
次に、図６（ｂ）に示すように、ＣＶＤ法により、下層白金膜２６ａの上に全面に亘って
上層白金膜２６ｂを例えば５０ｎｍ程度の厚さに成膜して、下層白金膜２６ａと上層白金
膜２６ｂとの積層膜からなる第２の白金膜２６を形成する。尚、上層白金膜２６ｂの成膜
条件は、第１の実施形態における第１の上層白金膜１５ｂ及び第２の上層白金膜１８ｂと
同様である。
【００５４】
次に、図示は省略しているが、第２の白金膜２６及びＢＳＴ膜２５をパターニングして、
第２の白金膜２６からなる上部電極を形成すると共に、ＢＳＴ膜２５からなる容量絶縁膜
を形成する。
【００５５】
第２の実施形態によると、上部電極となる第２の白金膜２６を構成する下層白金膜２６ａ
はスパッタ法により成膜されるため、ＢＳＴ膜２５及び原料ガスから発生する炭素等の有
機物が下層白金膜２６ａに巻き込まれる事態を回避できるので、容量絶縁膜と上部電極と
の界面の電気的特性の低下を防止することができる。また、下層白金膜２６ａの上に成膜
される上層白金膜２６ｂはＣＶＤ法により成膜されるため、下部電極２４Ａが互いに接近
しているため第２の白金膜２６は微細な凹部に形成されることになるにも拘わらず、第２
の白金膜２６の膜厚が均一になる。このため、容量絶縁膜となるＢＳＴ膜２５の電気的特
性を向上させるための熱処理工程において、上部電極となる第２の白金膜２６が凝集し難
くなるので、上部電極が底部隅部において途切れる事態を防止することができる。
【００５６】
尚、第１及び第２の実施形態態における第１の白金膜及び第２の白金膜に代えて、ルテニ
ウム若しくはイリジウム等の貴金属、これらの貴金属の合金又はこれらの酸化物からなる
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貴金属膜を用いてもよい。
【００５７】
また、第１及び第２の実施形態においては、容量絶縁膜は、ＢＳＴ膜であったが、これに
代えて、ＳＢＴ（ストロンチウム　ビスマス　タンタル）、ＰＺＴ（鉛ジルコニウム　チ
タンオキサイド）、ＳＴ（ストロンチウム　チタンオキサイド）、ＢＴ（バリウム　チタ
ンオキサイド）等の、ペロブスカイト型の高誘電体膜又は強誘電体膜を用いてもよい。
【００５８】
【発明の効果】
本発明に係る第１の半導体装置の製造方法によると、下部電極となる導電膜のモフォロジ
ーが向上するので、該導電膜の上に形成される容量絶縁膜の膜質が向上し、また、下部電
極となる導電膜の膜厚が均一になるため、微細な凹部に下部電極を形成するにも拘わらず
、高誘電体膜又は強誘電体膜を成膜する際の熱処理工程において、下部電極となる導電膜
が凝集し難くなるので、下部電極が底部の隅部において途切れる事態を防止することがで
きる。
【００５９】
本発明に係る第２の半導体装置の製造方法によると、ペロブスカイト型の高誘電体膜又は
強誘電体膜及び原料ガスから発生する炭素等の有機物が下層導電膜に巻き込まれる事態を
回避できるので、容量絶縁膜と上部電極との界面の電気的特性の低下を防止することがで
き、また、高誘電体膜又は強誘電体膜の電気的特性を向上させるための熱処理工程におい
て、上部電極となる導電膜が凝集し難くなるので、上部電極が底部隅部において途切れる
事態を防止することができ、さらに、上部電極となる導電膜のオーバーハングを防止する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】（ａ）～（ｃ）は本発明の第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法の各工程
を示す断面図である。
【図２】（ａ）～（ｃ）は本発明の第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法の各工程
を示す断面図である。
【図３】（ａ）～（ｃ）は本発明の第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法の各工程
を示す断面図である。
【図４】（ａ）、（ｂ）は本発明の第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法の各工程
を示す断面図である。
【図５】（ａ）～（ｃ）は本発明の第２の実施形態に係る半導体装置の製造方法の各工程
を示す断面図である。
【図６】（ａ）、（ｂ）は本発明の第２の実施形態に係る半導体装置の製造方法の各工程
を示す断面図である。
【図７】（ａ）は従来の半導体装置の製造方法を示す断面図であり、（ｂ）は従来の半導
体装置の製造方法の問題点を示す断面図である。
【符号の説明】
１０　半導体基板
１１　第１の層間絶縁膜
１２　プラグ
１３　バリア層
１４　第２の層間絶縁膜
１４ａ　凹部
１５　第１の白金膜
１５ａ　第１の下層白金膜
１５ｂ　第１の上層白金膜
１５Ａ　下部電極
１６　シリコン酸化膜
１７　ＢＳＴ膜
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１８　第２の白金膜
１８ａ　第２の下層白金膜
１８ｂ　第２の上層白金膜
１８Ａ　上部電極
１９　レジストパターン
２０　半導体基板
２１　層間絶縁膜
２２　プラグ
２３　バリア層
２４　第１の白金膜
２４Ａ　下部電極
２５　ＢＳＴ膜
２６　第２の白金膜
２６ａ　下層白金膜
２６ｂ　上層白金膜
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】
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